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横浜市事務分掌規則（昭和27年10月横浜市規則第68号） 新旧対照表 

現行 改正後（案） 

第８条 建築局の事務分掌は、次のとおりとす

る。 
   （総務部、企画部及び住宅部省略） 

第８条 建築局の事務分掌は、次のとおりとす

る。 
   （総務部、企画部及び住宅部省略） 

建築監察部 
（法務課省略） 
 違反対策課 
（第１号及び第２号省略） 

建築監察部 
（法務課省略） 
 違反対策課 
（第１号及び第２号省略） 

(3) 都市計画法に基づく開発行為、旧住宅地造

成事業に関する法律（昭和39年法律第160
号）に基づく住宅地造成事業及び宅地造成等

規制法（昭和36年法律第191号）に基づく宅

地造成工事の違反是正指導及び措置に関する

こと（宅地審査部の主管に属するものを除

く。）。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

（第４号から第７号まで省略） 
(8) 建築基準法第９条第７項及び第10項に基づ

く命令（建築指導部建築指導課の主管に属す

るものを除く。）並びに都市計画法第81条第

１項及び宅地造成等規制法第14条第４項に基

づく緊急工事施行停止命令（宅地審査部の主

管に属するものを除く。）に関すること。 

 
 
 

   （建築指導部省略） 

(3) 都市計画法に基づく開発行為、旧住宅地造

成事業に関する法律（昭和39年法律第160
号）に基づく住宅地造成事業及び宅地造成等

規制法の一部を改正する法律（令和４年法律

第55号。以下この部において「宅地造成等規

制法一部改正法」という。）による改正前の

宅地造成等規制法（昭和36年法律第191号。

以下この部において「旧宅地造成等規制法」

という。）に基づく宅地造成工事（宅地造成

等規制法一部改正法附則第２条第１項の規定

によりなお従前の例によることとされる場合

における宅地造成工事を含む。）の違反是正

指導及び措置に関すること（宅地審査部の主

管に属するものを除く。）。 
（第４号から第７号まで省略） 

(8) 建築基準法第９条第７項及び第10項に基づ

く命令（建築指導部建築指導課の主管に属す

るものを除く。）並びに都市計画法第81条第

１項及び旧宅地造成等規制法第14条第４項

（宅地造成等規制法一部改正法附則第２条第

１項の規定によりなお従前の例によることと

される場合を含む。）に基づく緊急工事施行

停止命令（宅地審査部の主管に属するものを

除く。）に関すること。 
   （建築指導部省略） 

   宅地審査部 
    宅地審査課 
   （第１号から第８号まで省略） 

   宅地審査部 
    宅地審査課 
   （第１号から第８号まで省略） 
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(9) 宅地造成工事規制区域及び造成宅地防災区

域の指定等に関すること。 

 
（以下省略） 

(9) 宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制

区域及び造成宅地防災区域の指定等に関する

こと。 
（以下省略） 
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横浜市立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則 

（令和４年３月横浜市規則第26号） 新旧対照表 

現行 改正後（案） 

次の各号に掲げる法令（条例及び規則を含む。）

の規定に基づく立入検査等の際に職員が携帯する

その身分を示す証明書は、当該各号に定める規則の

規定にかかわらず、別記様式によることができる。 

   （第１号から第17号まで省略） 

次の各号に掲げる法令（条例及び規則を含む。）

の規定に基づく立入検査等の際に職員が携帯する

その身分を示す証明書は、当該各号に定める規則の

規定にかかわらず、別記様式によることができる。 

   （第１号から第17号まで省略） 

(18) 宅地造成等規制法（昭和36年法律第191
号）第４条第１項及び第５条第１項（第20条
第３項においてこれらの規定を準用する場合

を含む。）並びに第18条第１項（第23条にお

いて準用する場合を含む。） 横浜市宅地造

成等規制法施行細則（昭和37年７月横浜市規

則第56号）第２条 
(19) (本文省略) 
(20) (本文省略) 
(21) (本文省略) 
(22) (本文省略) 
(23) (本文省略) 

 

（削除） 

 
 
 
 
 
 
(18) (本文省略) 
(19) (本文省略) 
(20) (本文省略) 
(21) (本文省略) 
(22) (本文省略) 

 

 



（旧） 
 
第 15号様式（第 14条第１項） 

事前協議書 
    年  月  日   

 (提出先) 

横浜市長 
提出者 事務所の所在地 

名     称 
代 表 者 の 氏 名 

 
横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例第 16条の規定により墓地・納骨堂・火葬場の計画について 

次のとおり協議をします。 

１ 墓地・納骨堂・火葬場の所在地等 

墓地・納骨堂・火葬場の所在地 
（開発事業区域に含まれる地番
を全て記入してください。） 

 

開発事業区域の面積      ㎡（うち墓地・納骨堂・火葬場の面積     ㎡）  

２ 墓地・納骨堂・火葬場の区域内の土地の現況 

敷

地

の

概

要 

区域区分 市街化区域／市街化調整区域 

用途地域 地域 高度地区 外・内（第  種高度地区） 

その他の地域地区  都市計画施設  

建ぺい率 ％ 容積率 ％ 

宅地造成等規制法 規制区域 内・外  風致地区 内 ・ 外 

開発事業の種類 

□ ①開発行為 

□ ②市街化調整区域における建築物の建築 

□ ③宅地造成 

地

目

別 

区  分 宅 地 農 地 山 林 官有地 その他 計 

面  積 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

比  率 ％ ％ ％ ％ ％ 100％ 

３ 土地利用計画の内訳 

１ 開発の目的及び区画数 墓地  ・ 納骨堂 ・ 火葬場   （    区画） 

２ 進入路及び道路計画  

３ 流末排水・汚水及び上水道計画  

４ 公園及び緑地の計画 公 園  緑 地  

５ 消 防 水 利 計 画  

６ 公益的施設の計画  

７ 駐車場附置台数  

８ 着手予定年月日 年  月  日 完了予定年月日 年  月  日 

予定される建築物等 
用途  面積 建築面積  ㎡（延べ  ㎡） 

構造         造 地上  階 地下  階 

利用区分 墓地・納骨堂・火葬場 公共施設用地 公益的施設用地 その他 計 

面 積 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

比 率 ％ ％ ％ ％ 100% 

公共施設 道路 公園緑地 排水施設 貯水施設 その他 計 

面 積 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

比 率 ％ ％ ％ ％ ％ ％ 

土 量 搬出入量 搬出・入     ㎥ （切土     ㎥ ・盛土     ㎥） 

（Ａ４） 

 

  



（新） 
 
第 15号様式（第 14条第１項） 

事前協議書 
    年  月  日   

 (提出先) 

横浜市長 
提出者 事務所の所在地 

名     称 
代 表 者 の 氏 名 

 
横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例第 16条の規定により墓地・納骨堂・火葬場の計画について 

次のとおり協議をします。 

１ 墓地・納骨堂・火葬場の所在地等 

墓地・納骨堂・火葬場の所在地 
（開発事業区域に含まれる地番
を全て記入してください。） 

 

開発事業区域の面積      ㎡（うち墓地・納骨堂・火葬場の面積     ㎡）  

２ 墓地・納骨堂・火葬場の区域内の土地の現況 

敷

地

の

概

要 

区域区分 市街化区域／市街化調整区域 

用途地域 地域 高度地区 外・内（第  種高度地区） 

その他の地域地区  都市計画施設  

建ぺい率 ％ 容積率 ％ 

宅地造成工事規制区域 内 ・ 外 風致地区 内 ・ 外 

開発事業の種類 

□ ①開発行為 

□ ②市街化調整区域における建築物の建築 

□ ③宅地造成 

地

目

別 

区  分 宅 地 農 地 山 林 官有地 その他 計 

面  積 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

比  率 ％ ％ ％ ％ ％ 100％ 

３ 土地利用計画の内訳 

１ 開発の目的及び区画数 墓地  ・ 納骨堂 ・ 火葬場   （    区画） 

２ 進入路及び道路計画  

３ 流末排水・汚水及び上水道計画  

４ 公園及び緑地の計画 公 園  緑 地  

５ 消 防 水 利 計 画  

６ 公益的施設の計画  

７ 駐車場附置台数  

８ 着手予定年月日 年  月  日 完了予定年月日 年  月  日 

予定される建築物等 
用途  面積 建築面積  ㎡（延べ  ㎡） 

構造         造 地上  階 地下  階 

利用区分 墓地・納骨堂・火葬場 公共施設用地 公益的施設用地 その他 計 

面 積 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

比 率 ％ ％ ％ ％ 100% 

公共施設 道路 公園緑地 排水施設 貯水施設 その他 計 

面 積 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

比 率 ％ ％ ％ ％ ％ ％ 

土 量 搬出入量 搬出・入     ㎥ （切土     ㎥ ・盛土     ㎥） 

   

（Ａ４） 
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横浜市環境影響評価条例施行規則（平成23年６月横浜市規則第67号） 新旧対照表 

現行 改正後（案） 

別表第２（第17条）方法書の提出時期 

対象事業の種類 方法書の提出時期 

（１の項から９の項まで省略） 

10 高層

建築物

の建設 

建築物

の建設

の事業 

次に掲げる行為の前と

する。 

（(1)から(3)まで省

略） 

(4) 宅地造成等規制法

（昭和36年法律第191

号）第８条第１項の

規定に基づく許可の

申請又は同法第11条

の規定に基づく協議

（以下「宅造法の許

可申請又は協議」と

いう。） 

 

 

 

 

 

 

 

（(5)省略） 

（11の項及び12の項省略） 

13 流通

業務団

地の造

成 

流通業

務団地

造成事

業 

次に掲げる行為の前と

する。 

（(1)省略） 

(2) 宅造法の許可申請

又は協議 

14 土地

区画整

理事業 

土地区

画整理

事業 

次に掲げる行為の前と

する。 

（(1)省略） 

(2) 宅造法の許可申請

又は協議 

15 開発

行為に

係る事

業（前

各項に

掲げる

ものを

除く。） 

開発行

為に係

る事業 

次に掲げる行為の前と

する。 

（(1)省略） 

 (2) 宅造法の許可申

請又は協議 

（(3)省略） 

 

（以下省略） 

別表第２（第17条）方法書の提出時期 

対象事業の種類 方法書の提出時期 

（１の項から９の項まで省略） 

10 高層

建築物

の建設 

建築物

の建設

の事業 

次に掲げる行為の前と

する。 

（(1)から(3)まで省

略） 

(4) 宅地造成等規制法

の一部を改正する法

律（令和４年法律第

55号）附則第２条第

１項の規定によりな

お従前の例によるこ

ととされる同法によ

る改正前の宅地造成

等規制法（昭和36年

法律第191号）第８条

第１項の規定に基づ

く許可の申請又は同

法第11条の規定に基

づく協議（以下「旧

宅造法の許可申請又

は協議」という。） 

（(5)省略） 

（11の項及び12の項省略） 

13 流通

業務団

地の造

成 

流通業

務団地

造成事

業 

次に掲げる行為の前と

する。 

（(1)省略） 

(2) 旧宅造法の許可申

請又は協議 

14 土地

区画整

理事業 

土地区

画整理

事業 

次に掲げる行為の前と

する。 

（(1)省略） 

(2) 旧宅造法の許可申

請又は協議 

15 開発

行為に

係る事

業（前

各項に

掲げる

ものを

除く。） 

開発行

為に係

る事業 

次に掲げる行為の前と

する。 

（(1)省略） 

 (2) 旧宅造法の許可

申請又は協議 

（(3)省略） 

（以下省略） 

 



（旧） 

第1号様式(第2条第1項) 

優良宅地造成認定申請書 

年  月  日 

  (申請先) 

   横浜市長 

申請者 住 所          

氏 名        印 

  法人の場合は、名称・

代表者の氏名 

  

電 話           

  租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ・第63条第3項第7号イ・第68条の69第3項第7

号イの規定に基づき、次の宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることに

ついての認定を受けたいので申請します。 

宅
地
造
成
の
概
要 

造成区域に含まれ
る 地 域 の 名 称 

  

造 成 区 域 の 面 積                 m2 

宅 地 の 用 途   

他の法令による許
可、指定、確認等の
状況 

  

※ 

年  月  日 

第     号 

※

手

数

料 

  

及
び
受
付
番
号 

受
付
年
月
日 

 (注意) 1 氏名を自署した場合は、押印の必要はありません。 

     2 「他の法令による許可、指定、確認等の状況」の欄には、宅地造成等規制法

による許可、建築基準法による道路の位置指定等の状況を記入してください。 

     3 ※印の欄は、記入しないでください。 

(A4) 

 

 

 



（新） 

 

第1号様式(第2条第1項) 

優良宅地造成認定申請書 

年  月  日 

  (申請先) 

   横浜市長 

申請者 住 所          

氏 名        印 

  法人の場合は、名称・

代表者の氏名 

  

電 話           

  租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ・第63条第3項第7号イ・第68条の69第3項第7

号イの規定に基づき、次の宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることに

ついての認定を受けたいので申請します。 

宅
地
造
成
の
概
要 

造成区域に含まれ
る 地 域 の 名 称 

  

造 成 区 域 の 面 積                 m2 

宅 地 の 用 途   

他の法令による許
可、指定、確認等の
状況 

  

※ 

年  月  日 

第     号 

※

手

数

料 

  

及
び
受
付
番
号 

受
付
年
月
日 

 (注意) 1 氏名を自署した場合は、押印の必要はありません。 

     2 「他の法令による許可、指定、確認等の状況」の欄には、宅地造成等規制法

の一部を改正する法律（以下「一部改正法」といいます。）による改正前の宅

地造成等規制法による許可（一部改正法附則第２条第１項の規定によりなお

従前の例によることとされる場合における許可を含みます。）、建築基準法に

よる道路の位置指定等の状況を記入してください。 

     3 ※印の欄は、記入しないでください。 

(A4) 

 

 



1 
 

横浜市建築基準法施行細則（昭和38年２月横浜市規則第13号） 新旧対照表 

現行 改正後（案） 

 （道路の位置の指定）  （道路の位置の指定） 

第10条 （第１項省略） 

２ 計画敷地が宅地造成等規制法(昭和36年法律第

191号)第８条第１項の許可の申請をし、又は同法

第11条の協議をした工事に係る土地である場合

は、前項の表に掲げる図面のうち当該申請又は協

議の際に提出した図面と同一のものについては、

これを省略することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第３項及び第４項省略） 

第10条 （第１項省略） 

２ 計画敷地が宅地造成等規制法の一部を改正す

る法律（令和４年法律第55号。以下この項におい

て「宅地造成等規制法一部改正法」という。）に

よる改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第

191号。以下この項及び別表第１において「旧宅

地造成等規制法」という。)第８条第１項（宅地造

成等規制法一部改正法附則第２条第１項の規定

によりなお従前の例によることとされる場合を

含む。）の許可の申請をし、又は旧宅地造成等規

制法第11条（宅地造成等規制法一部改正法附則第

２条第１項の規定によりなお従前の例によるこ

ととされる場合を含む。）の協議をした工事に係

る土地である場合は、前項の表に掲げる図面のう

ち当該申請又は協議の際に提出した図面と同一

のものについては、これを省略することができ

る。 

（第３項及び第４項省略） 

 （擁壁又は防土堤の規模及び構造）  （擁壁又は防土堤の規模及び構造） 

第18条 条例第３条第１項の規定による規則で定

める擁壁又は防土堤の規模及び構造は、擁壁に

あっては第１号に、防土堤にあっては第２号に

定めるところによる。ただし、周囲の地形、土

質及び当該擁壁又は防土堤の規模等により安全

上支障がない場合においては、この限りでな

い。 

(1) 擁壁については、法及び政令で定めるとこ

ろによるほか、宅地造成等規制法施行令（昭

和37年政令第16号）第６条第１項第２号及び

第７条から第10条までの規定を準用する。 

 

 

    

 

（第２号省略） 

第18条 条例第３条第１項の規定による規則で定

める擁壁又は防土堤の規模及び構造は、擁壁に

あっては第１号に、防土堤にあっては第２号に

定めるところによる。ただし、周囲の地形、土

質及び当該擁壁又は防土堤の規模等により安全

上支障がない場合においては、この限りでな

い。 

(1) 擁壁については、法及び政令で定めるとこ

ろによるほか、宅地造成等規制法の一部を改

正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関

する政令（令和４年政令第393号）第１条の規

定による改正前の宅地造成等規制法施行令

（昭和37年政令第16号）第６条第１項第２号

及び第７条から第10条までの規定を準用す

る。 

（第２号省略） 
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現行 改正後（案） 

別表第１ 申請書に添えるべき図書 

 
(ア) 

(イ) 

図書の種類 明示すべき事項 

(１) 条例第３条の規定が

適用される建築物 

（略） （略） 

 （略） （略） （略） 

第18条第１

号の規定が

適用される

建築物 

宅地造成等規制

法施行規則（昭

和37年建設省令

第３号）第４条

第１項の表に定

める崖の断面

図、擁壁の断面

図及び擁壁の背

面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宅地造成等規制法施行規則第４

条第１項の表に定める崖の断面

図、擁壁の断面図及び擁壁の背

面図に明示すべき事項 

（略） （略） （略） 

(２) 条例第３条の２の規

定が適用される建築

物 

（略） （略） 

 （略） （略） （略） 

別表第１ 申請書に添えるべき図書 

 
(ア) 

(イ) 

図書の種類 明示すべき事項 

(１) 条例第３条の規定が

適用される建築物 

（略） （略） 

 （略） （略） （略） 

第18条第１

号の規定が

適用される

建築物 

宅地造成等規制

法施行規則及び

畜舎等の建築等

及び利用の特例

に関する法律施

行規則の一部を

改正する省令

（令和５年農林

水産省、国土交

通省令第３号）

第１条の規定に

よる改正前の宅

地造成等規制法

施行規則（昭和

37年建設省令第

３号。以下この

項において「旧

宅地造成等規制

法施行規則」と

いう。）第４条第

１項の表に定め

る崖の断面図、

擁壁の断面図及

び擁壁の背面図 

旧宅地造成等規制法施行規則第

４条第１項の表に定める崖の断

面図、擁壁の断面図及び擁壁の

背面図に明示すべき事項 

（略） （略） （略） 

(２) 条例第３条の２の規

定が適用される建築

物 

（略） （略） 

 （略） （略） （略） 
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（以下省略） 

条例第３条

の２第２項

第３号の規

定が適用さ

れる建築物 

配置図 宅地造成等規制法第２条第２号

に規定する宅地造成に関する工

事(以下「宅地造成工事」とい

う。)により整備されている範

囲 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

(３)の項から(80)の項まで省略 

（以下省略） 

条例第３条

の２第２項

第３号の規

定が適用さ

れる建築物 

配置図 旧宅地造成等規制法第２条第２

号に規定する宅地造成に関する

工事(以下「宅地造成工事」と

いう。)により整備されている

範囲 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

(３)の項から(80)の項まで省略 

 



（旧） 

第20号様式(第21条) 

開 発 登 録 簿 調 書 

  区名   番号   

当
初
許
可 

許 可 年 月 日

許 可 番 号 
   年  月  日 横浜市 指令第  開   号 

許可を受けた者

の住所及び氏名 
  

承

継 

承 認 年 月 日

承 認 番 号 
   年  月  日 横浜市 指令第  開   号 

承継人の住所及

び氏名 
  

当

初

許

可

の

内

容 

開発許可に含ま

れる地域の名称

及び面積 

横浜市    区 

面積      m2 

予定建築物の用

途 
  

1 自己用 

2 その他 

法第41条第1項の

制限の内容 
  

法第41条第2項た

だし書の内容 
  

法第42条第1項た

だし書の内容 
  

区 域 ・ 地 区 等   

工事施行者の住

所及び氏名 
  

変

更

許

可

等 

変更許可年月日

変 更 許 可 番 号 
   年  月  日 横浜市 指令第  変  号 

変 更 事 項   

変更届届出年月

日 
   年  月  日 

変 更 事 項   

工
事
完
了
検
査 

検 査 済 証 交 付 工区名及び工事の種別 

年  月  日   

完了公告 第  号

  年  月  日 
  

引 継 物 件 無・有(   )(   )(   )(   ) 

宅 地 造 成 等 規 制 区 域 内 (第 規 号)  (許可不要)・外 

(A4) 

 

 

 



（新） 

第20号様式(第21条) 

開 発 登 録 簿 調 書 

  区名   番号   

当
初
許
可 

許 可 年 月 日

許 可 番 号 
   年  月  日 横浜市 指令第  開   号 

許可を受けた者

の住所及び氏名 
  

承

継 

承 認 年 月 日

承 認 番 号 
   年  月  日 横浜市 指令第  開   号 

承継人の住所及

び氏名 
  

当

初

許

可

の

内

容 

開発許可に含ま

れる地域の名称

及び面積 

横浜市    区 

面積      m2 

予定建築物の用

途 
  

1 自己用 

2 その他 

法第41条第1項の

制限の内容 
  

法第41条第2項た

だし書の内容 
  

法第42条第1項た

だし書の内容 
  

区 域 ・ 地 区 等   

工事施行者の住

所及び氏名 
  

変

更

許

可

等 

変更許可年月日

変 更 許 可 番 号 
   年  月  日 横浜市 指令第  変  号 

変 更 事 項   

変更届届出年月

日 
   年  月  日 

変 更 事 項   

工
事
完
了
検
査 

検 査 済 証 交 付 工区名及び工事の種別 

年  月  日   

完了公告 第  号

  年  月  日 
  

引 継 物 件 無・有(   )(   )(   )(   ) 

宅地造成工事規制区域 内 (第 規 号)  (許可不要)・外 

備 考  

(A4) 
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横浜市宅地造成等規制法施行細則（昭和37年７月横浜市規則第56号） 新旧対照表 

現行 改正後（案） 

   横浜市宅地造成等規制法施行細則    横浜市旧宅地造成等規制法等施行細則 

 （趣旨）  （趣旨） 

第１条 宅地造成等規制法（昭和36年法律第191号。

以下「法」という。）の施行については、法、宅

地造成等規制法施行令（昭和37年政令第16号。以

下「政令」という。）及び宅地造成等規制法施行

規則（昭和37年建設省令第３号。以下「省令」と

いう。）に定めるもののほか、この規則の定める

ところによる。 

第１条 旧宅地造成等規制法（宅地造成等規制法の

一部を改正する法律（令和４年法律第55号。以下

「一部改正法」という。）による改正前の宅地造

成等規制法（昭和36年法律第191号）をいう。以下

同じ。）第３条第１項の規定による指定がされて

いる宅地造成工事規制区域の区域内における宅

地造成に関する工事に係る申請等の手続等及び

宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第

191号）第４条第１項に規定する基礎調査につい

ては、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の

施行に伴う関係政令の整備に関する政令（令和４

年政令第393号）第１条の規定による改正前の宅

地造成等規制法施行令（昭和37年政令第16号。以

下「旧政令」という。）及び宅地造成等規制法施

行規則及び畜舎等の建築等及び利用の特例に関

する法律施行規則の一部を改正する省令（令和５

年農林水産省、国土交通省令第３号）第１条の規

定による改正前の宅地造成等規制法施行規則（昭

和37年建設省令第３号。以下「旧省令」という。）

並びに宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭

和37年政令第16号）及び宅地造成及び特定盛土等

規制法施行規則（昭和37年建設省令第３号）に定

めるもののほか、この規則の定めるところによ

る。 

（身分証明書の様式） （身分証明書の様式） 

第２条 法第６条第１項（法第18条第２項（法第23

条において準用する場合を含む。）及び法第20条

第３項において準用する場合を含む。）及び第２

項（法第20条第３項において準用する場合を含

む。）に規定する身分証明書の様式は、第１号様

式による。 

第２条 一部改正法附則第２条第１項の規定によ

りなお従前の例によることとされる旧宅地造成

等規制法第18条第２項において準用する旧宅地

造成等規制法第６条第１項及び宅地造成及び特

定盛土等規制法第７条第１項に規定する身分を

示す証明書の様式は、横浜市立入検査等の際に携

帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に

関する規則（令和４年３月横浜市規則第26号）別

記様式とする。 
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（許可工事廃止の届出） （許可工事廃止の届出） 

第５条 法第８条第１項本文の規定による許可を

受けた工事（以下「許可工事」という。）の造成

主は、当該工事を廃止しようとするときは、第４

号様式による廃止届を市長に提出しなければな

らない。 

第５条 旧宅地造成等規制法第８条第１項本文（一

部改正法附則第２条第１項の規定によりなお従

前の例によることとされる場合を含む。）の規定

による許可を受けた工事（以下「許可工事」とい

う。）の造成主は、当該工事を廃止しようとする

ときは、第４号様式による廃止届を市長に提出し

なければならない。 

（不許可通知書の様式） （不許可通知書の様式） 

第６条 法第10条第２項の規定による不許可の通

知は、第５号様式による不許可通知書によって行

なう。 

第６条 一部改正法附則第２条第１項の規定によ

りなお従前の例によることとされる旧宅地造成

等規制法第10条第２項の規定による不許可の通

知は、第５号様式による不許可通知書によって行

なう。 

（協議の申出） （協議の申出） 

第７条 法第11条の規定により市長と協議を行お

うとする者は、第６号様式による協議申出書の正

本及び副本に、省令第４条に規定する図面を添え

て、市長に申し出るものとする。 

 

 

（第２項省略） 

第７条 一部改正法附則第２条第１項の規定によ

りなお従前の例によることとされる旧宅地造成

等規制法第11条の規定により市長と協議を行お

うとする者は、第６号様式による協議申出書の正

本及び副本に、旧省令第４条に規定する図面を添

えて、市長に申し出るものとする。 

（第２項省略） 

（工事現場における許可の表示） （工事現場における許可の表示） 

第９条 許可工事の工事施行者は、当該工事現場の

見やすい場所に、当該工事が法の規定による許可

を受けたものであることを、第７号様式による標

識によって表示しなければならない。 

２ 前項の規定は、法第15条第１項又は第２項の規

定する工事について準用する。 

 

 

 

 

 

（第３項省略） 

第９条 許可工事の工事施行者は、当該工事現場の

見やすい場所に、当該工事が旧宅地造成等規制法

の規定（一部改正法附則第２条第１項の規定によ

りなお従前の例によることとされる場合を含

む。）による許可を受けたものであることを、第

７号様式による標識によって表示しなければな

らない。 

２ 前項の規定は、旧宅地造成等規制法第15条第１

項又は第２項（一部改正法附則第２条第１項の規

定によりなお従前の例によることとされる場合

を含む。）の規定する工事について準用する。 

（第３項省略） 

（工事の一部完了検査） （工事の一部完了検査） 

第10条 （第１項及び第２項省略） 第10条 （第１項及び第２項省略） 
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３ 市長は、前項の規定により検査を行った場合に

おいて、当該工事が法第９条第１項の規定に適合

していると認めたときは、第９号様式による一部

完了検査済証を造成主に交付する。 

 

（第４項省略） 

３ 市長は、前項の規定により検査を行った場合に

おいて、当該工事が旧宅地造成等規制法第９条第

１項の規定に適合していると認めたときは、第９

号様式による一部完了検査済証を造成主に交付

する。 

（第４項省略） 

（変更の許可申請書の様式等） （変更の許可申請書の様式等） 

第11条 省令第25条に規定する申請書は、第11号様

式による変更許可申請書とする。 

２ 法第12条第３項において準用する法第10条第

２項の規定による許可工事の計画の変更の許可

の通知は、前項の変更許可申請書の副本の変更許

可通知欄に所要の記載をしたものによって行う。 

第11条 旧省令第25条に規定する申請書は、第11号

様式による変更許可申請書とする。 

２ 一部改正法附則第２条第１項の規定によりな

お従前の例によることとされる旧宅地造成等規

制法第12条第３項において準用する旧宅地造成

等規制法第10条第２項の規定による許可工事の

計画の変更の許可の通知は、前項の変更許可申請

書の副本の変更許可通知欄に所要の記載をした

ものによって行う。 

（変更の不許可の通知の様式） （変更の不許可の通知の様式） 

第12条 法第12条第３項において準用する法第10

条第２項の規定による許可工事の計画の変更の

不許可の通知は、第12号様式による変更不許可通

知書によって行う。 

第12条 一部改正法附則第２条第１項の規定によ

りなお従前の例によることとされる旧宅地造成

等規制法第12条第３項において準用する旧宅地

造成等規制法第10条第２項の規定による許可工

事の計画の変更の不許可の通知は、第12号様式に

よる変更不許可通知書によって行う。 

（軽微な変更の届出の様式） （軽微な変更の届出の様式） 

第13条 法第12条第２項に規定する届出は、第13号

様式による変更届出書により行わなければなら

ない。 

第13条 一部改正法附則第２条第１項の規定によ

りなお従前の例によることとされる旧宅地造成

等規制法第12条第２項に規定する届出は、第13号

様式による変更届出書により行わなければなら

ない。 

（変更の協議の申出） （変更の協議の申出） 

第14条 法第12条第３項において準用する法第11

条の規定により市長と変更の協議を行おうとす

る者は、第14号様式による変更協議申出書の正本

及び副本に、省令第４条に規定する図面を添え

て、市長に申し出るものとする。 

 

 

第14条 一部改正法附則第２条第１項の規定によ

りなお従前の例によることとされる旧宅地造成

等規制法第12条第３項において準用する旧宅地

造成等規制法第11条の規定により市長と変更の

協議を行おうとする者は、第14号様式による変更

協議申出書の正本及び副本に、旧省令第４条に規

定する図面を添えて、市長に申し出るものとす
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（第２項省略） 

る。 

（第２項省略） 

（公告の方法） （公告の方法） 

第15条 法第14条第５項（法第17条第３項及び法第

22条第３項において準用する場合を含む。）の規

定による公告は、横浜市報に登載して行う。ただ

し、緊急の必要により横浜市報に登載して行うこ

とができないときは、市役所及び市所属公署の掲

示場に掲示して行うことができる。 

 

 

 

 

（第２項省略） 

第15条 一部改正法附則第２条第１項の規定によ

りなお従前の例によることとされる旧宅地造成

等規制法第14条第５項（一部改正法附則第２条第

１項の規定によりなお従前の例によることとさ

れる旧宅地造成等規制法第17条第３項において

準用する場合を含む。）の規定による公告は、横

浜市報に登載して行う。ただし、緊急の必要によ

り横浜市報に登載して行うことができないとき

は、市役所、区役所等の掲示場に掲示して行うこ

とができる。 

（第２項省略） 

（届出工事廃止の届出） （届出工事廃止の届出） 

第16条 第５条の規定は、法第15条第１項又は第２

項の規定により届出をした者が当該届出に係る

工事を廃止しようとする場合について準用する。 

第16条 第５条の規定は、旧宅地造成等規制法第15

条第１項又は第２項（一部改正法附則第２条第１

項の規定によりなお従前の例によることとされ

る場合を含む。）の規定により届出をした者が当

該届出に係る工事を廃止しようとする場合につ

いて準用する。 

（排水施設の位置） （排水施設の位置） 

第17条 政令第13条の規定に基づき設置すべき排

水施設の位置は、原則として、次の各号に掲げる

ところによる。 

（第１号から第５号まで省略） 

第17条 旧政令第13条の規定に基づき設置すべき

排水施設の位置は、原則として、次の各号に掲げ

るところによる。 

（第１号から第５号まで省略） 

（排水施設の構造） （排水施設の構造） 

第18条 前条の排水施設の構造は、同条各号に掲げ

る排水施設の位置に応じ、その排除すべき雨水そ

の他の地表水を支障なく流下させることができ

るものとし、政令第13条各号に定めるもののほ

か、次の技術上の基準によらなければならない。 

（第１号から第６号まで省略） 

第18条 前条の排水施設の構造は、同条各号に掲げ

る排水施設の位置に応じ、その排除すべき雨水そ

の他の地表水を支障なく流下させることができ

るものとし、旧政令第13条各号に定めるもののほ

か、次の技術上の基準によらなければならない。 

（第１号から第６号まで省略） 

（別表省略） （別表省略） 

  

 



第1号様式(第2条) 

(表) 

 第  号 

身 分 証 明 書 

   職・氏名 

(  年  月  日生) 

  上記の者は、宅地造成等規制法に基づき次の目的のため、他人の占有する土地に立

ち入る権限を持つものであることを証明します。 

 1 測量又は調査を行うこと(法第4条第1項)。 

 2 測量又は調査のための障害物の伐除又は土地の試掘等を行うこと(法第5条第1項)。 

 3 工事の状況を検査すること(法第18条第1項)。 

       年  月  日 

横浜市長        印 

 (有効期限  年  月  日) 

(A7) 

(裏) 

  

注 意 事 項 

 本証書は、表記の権限を行使する際は必ず携帯し、関係人の請

求があったときは、いつでも提示すること。 

  

 

（旧） 



第1号様式から第３号様式まで 削除 

 

（新） 



第4号様式(第5条) 

宅地造成に関する工事の廃止届 

年  月  日 

  (届出先) 

   横浜市長 

造成主 住 所           

氏 名           

  法人の場合は、名称・

代表者の氏名 

  

電 話           

  横浜市宅地造成等規制法施行細則第5条の規定により次のとおり届け出ます。 

1 
許可番号及び

許 可 年 月 日 
第   号         年    月    日 

2 
宅 地 の 所 在

及 び 番 地 

  

 

3 廃 止 の 理 由 

  

4 
廃 止 時 の

工 事 状 況 

  

※経 由 ※受 付 欄 ※処 理 欄 

      

 (注意) 1 ※印の欄は、記入しないでください。 

     2 許可通知書を御持参ください。 

(A4) 

 

（旧） 



第4号様式(第5条) 

宅地造成に関する工事の廃止届 

年  月  日 

  (届出先) 

   横浜市長 

造成主 住 所           

氏 名           

  法人の場合は、名称・

代表者の氏名 

  

電 話           

  横浜市旧宅地造成等規制法等施行細則第5条の規定により次のとおり届け出ます。 

1 
許可番号及び

許 可 年 月 日 
第   号         年    月    日 

2 
宅 地 の 所 在

及 び 番 地 

  

 

3 廃 止 の 理 由 

  

4 
廃 止 時 の

工 事 状 況 

  

※経 由 ※受 付 欄 ※処 理 欄 

      

 (注意) 1 ※印の欄は、記入しないでください。 

     2 許可通知書を御持参ください。 

(A4) 

 

 

（新） 



第5号様式(第6条) 

横浜市 指令第   号 

年  月  日 

宅地造成に関する工事の不許可通知書 

   住所 

   氏 名           様 

  法人の場合は、名称・

代表者の氏名 

  

横浜市長            印 

    年  月  日に申請のありました宅地造成に関する工事については、次の理由

により不許可となりましたので、宅地造成等規制法第10条第2項の規定により通知しま

す。 

1 受付番号及び許可申請年月日 第   号   年   月   日 

2 宅 地 の 所 在 及 び 地 番   

3 不 許 可 の 理 由 

(A4) 

 (備考) 

  様式の下欄には、教示について記載することができる。 

 

 

 

（旧） 



第5号様式(第6条) 

横浜市 指令第   号 

年  月  日 

宅地造成に関する工事の不許可通知書 

   住所 

   氏 名           様 

  法人の場合は、名称・

代表者の氏名 

  

横浜市長            印 

    年  月  日に申請のありました宅地造成に関する工事については、次の理由

により不許可となりましたので、旧宅地造成等規制法第10条第2項の規定により通知しま

す。 

1 受付番号及び許可申請年月日 第   号   年   月   日 

2 宅 地 の 所 在 及 び 地 番   

3 不 許 可 の 理 由 

(A4) 

 (備考) 

   様式の下欄には、教示について記載することができる。 

（新） 



第6号様式(第7条第1項) 

  (正)         宅地造成に関する工事の協議申出書 

年  月  日 

  (申出先) 

   横浜市長 

申出者 所在地                  

名称及び代表者の氏名           

  宅地造成等規制法第11条の規定による協議を申し出ます。 

1 造 成 主 住 所 氏 名   

2 設 計 者 住 所 氏 名   

3 工 事 施 行 者 住 所 氏 名   

4 宅 地 の 所 在 及 び 地 番   

5 宅 地 の 面 積 m2 

6 

(1) 
切土又は盛土をする

土地の面積 

 

m2 

(2) 切土又は盛土の土量 
切 土 m3 

盛 土 m3 

工

事

の

概

要 

(3) 擁 壁 

番 号 構 造 高 さ 延 長 

    m m 

  

(4) 排 水 施 設 

番 号 種 類 内 法 寸 法 延 長 

    cm m 

  

(5) 崖面の保護の方法 
  

(6) 
工事中の危害防止の

ための措置 

  

(7) そ の 他 の 措 置   

(8) 工事着手予定年月日 
     年  月  日 

(協議成立の日から    日以内) 

(9) 工事完了予定年月日 
     年  月  日 

(協議成立の日から   箇月以内) 

(10) 工 程 の 概 要   

7 そ の 他 必 要 な 措 置   

※ 受付欄 ※ 決 裁 欄 ※ 協議成立番号欄 

          年  月  日 

第      号           

※照合済 

年 月 日 

申出者印 

※協議成立に当たって付けた条件   

  

(注意) 1 ※印の欄は、記入しないでください。 

    2 2欄は、資格を有する者の設計によらなければならない工事を含む場合には、

○印を付け、かつ、資格を有することを証明するに足る資料をこの申出書に添付

してください。 

    3 3欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出てください。 

    4 7欄は、宅地造成に関する工事を施行することについて他の法令による許可、

認可等を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入してく

ださい。 

(A4)

がけ 

（旧） 



第6号様式(第7条第1項) 

  (正)         宅地造成に関する工事の協議申出書 

年  月  日 

  (申出先) 

   横浜市長 

申出者 所在地                  

名称及び代表者の氏名           

  旧宅地造成等規制法第11条の規定による協議を申し出ます。 

1 造 成 主 住 所 氏 名   

2 設 計 者 住 所 氏 名   

3 工 事 施 行 者 住 所 氏 名   

4 宅 地 の 所 在 及 び 地 番   

5 宅 地 の 面 積 m2 

6 

(1) 
切土又は盛土をする

土地の面積 

 

m2 

(2) 切土又は盛土の土量 
切 土 m3 

盛 土 m3 

工

事

の

概

要 

(3) 擁 壁 

番 号 構 造 高 さ 延 長 

    m m 

  

(4) 排 水 施 設 

番 号 種 類 内 法 寸 法 延 長 

    cm m 

  

(5) 崖面の保護の方法 
  

(6) 
工事中の危害防止の

ための措置 

  

(7) そ の 他 の 措 置   

(8) 工事着手予定年月日 
     年  月  日 

(協議成立の日から    日以内) 

(9) 工事完了予定年月日 
     年  月  日 

(協議成立の日から   箇月以内) 

(10) 工 程 の 概 要   

7 そ の 他 必 要 な 措 置   

※ 受付欄 ※ 決 裁 欄 ※ 協議成立番号欄 

          年  月  日 

第      号           

※照合済 

年 月 日 

申出者印 

※協議成立に当たって付けた条件   

  

(注意) 1 ※印の欄は、記入しないでください。 
    2 2欄は、資格を有する者の設計によらなければならない工事を含む場合には、

○印を付け、かつ、資格を有することを証明するに足る資料をこの申出書に添
付してください。 

    3 3欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出てください。 
    4 7欄は、宅地造成に関する工事を施行することについて他の法令による許可、

認可等を要する場合においてのみ、その許可、認可等の手続の状況を記入して
ください。 

 (A4)  

がけ 

（新） 



第6号様式の2(第8条) 

宅地造成に関する工事の着手届 

年  月  日 

  (届出先) 

   横浜市長 

住 所           

造成主 氏 名           

  法人の場合は、名称・

代表者の氏名 

  

電 話           

  横浜市宅地造成等規制法施行細則第8条の規定により次のとおり届け出ます。 

許 可 番 号 第                   号 

許 可 年 月 日 年         月         日 

宅地の所在及び

地番 

      区 

 

工事施行者の住

所・氏名 

 

 

電話 

着手予定年月日 年         月         日 

完了予定年月日 年         月         日 

現場管理者の住

所・氏名 

 

 

電話 

(A4) 

 

（旧） 



第6号様式の2(第8条) 

宅地造成に関する工事の着手届 

年  月  日 

  (届出先) 

   横浜市長 

住 所           

造成主 氏 名           

  法人の場合は、名称・

代表者の氏名 

  

電 話           

  横浜市旧宅地造成等規制法等施行細則第8条の規定により次のとおり届け出ます。 

許 可 番 号 第                   号 

許 可 年 月 日 年         月         日 

宅地の所在及び

地番 

      区 

 

工事施行者の住

所・氏名 

 

 

電話 

着手予定年月日 年         月         日 

完了予定年月日 年         月         日 

現場管理者の住

所・氏名 

 

 

電話 

(A4) 

 

 

（新） 



（旧） 

第7号様式(第9条第1項) 

宅地造成等規制法による許可済   (横浜市許可第        号) 

許 可 事 項 

許 可 年 月 日 
  

造 成 主 住所・氏名 
  

工事施行者 住所・氏名 
  

工事場所の所在及び地番 
  

工 事 の 名 称 及 び 目 的 
  

切 土 ・ 盛 土 の 面 積 m2 

工 事 着 手 予 定 年 月 日       年  月  日 

工 事 完 了 予 定 年 月 日       年  月  日 

設 計 者 氏 名 
  

工 事 現 場 管 理 者 氏 名 
  

          

 (備考) 1 この標識は、風雨等のために容易に破損し、又は倒壊しないような材料及び

構造により作製すること。 

     2 標識の大きさは、縦80センチメートル以上、横90センチメートル以上、足の

長さ80センチメートル以上とすること。 

  



（新） 

第7号様式(第9条第1項) 

旧宅地造成等規制法による許可済   (横浜市許可第        号) 

許 可 事 項 

許 可 年 月 日 
  

造 成 主 住所・氏名 
  

工事施行者 住所・氏名 
  

工事場所の所在及び地番 
  

工 事 の 名 称 及 び 目 的 
  

切 土 ・ 盛 土 の 面 積 m2 

工 事 着 手 予 定 年 月 日       年  月  日 

工 事 完 了 予 定 年 月 日       年  月  日 

設 計 者 氏 名 
  

工 事 現 場 管 理 者 氏 名 
 

※ 「旧宅地造成等規制法」とは、宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和４年法律第55号。以

下「一部改正法」といいます。）による改正前の宅地造成等規制法（昭和36年法律第191号）（一部改正

法附則第２条第１項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含みます。）をいいます。 

          

 (備考) 1 この標識は、風雨等のために容易に破損し、又は倒壊しないような材料及び

構造により作製すること。 

     2 標識の大きさは、縦80センチメートル以上、横90センチメートル以上、足の

長さ80センチメートル以上とすること。 

 



第8号様式(第10条第1項) 

宅地造成に関する工事の一部完了検査申請書 

年  月  日 

  (申請先) 

   横浜市長 

住 所           

造成主 氏 名           

  法人の場合は、名称・

代表者の氏名 

  

電 話           

  横浜市宅地造成等規制法施行細則第10条第1項の規定による検査を申請します。 

工事の一部完了年月日 年     月     日 

許 可 番 号 第                号 

許 可 年 月 日 年     月     日 

工事をした土地の所在

及び地番 

     区 

 

工事をした宅地の面積 

全 体 の 面 積 m2 

今回完了した工

区名・面積 

 

第       工区      m2 

工事施行者の住所・氏名 

  

 (注意) 一部完了検査申請箇所図を添付してください。 

(A4) 

 

（旧） 



第8号様式(第10条第1項) 

宅地造成に関する工事の一部完了検査申請書 

年  月  日 

  (申請先) 

   横浜市長 

住 所           

造成主 氏 名           

  法人の場合は、名称・

代表者の氏名 

  

電 話           

  横浜市旧宅地造成等規制法等施行細則第10条第1項の規定による検査を申請します。 

工事の一部完了年月日 年     月     日 

許 可 番 号 第                号 

許 可 年 月 日 年     月     日 

工事をした土地の所在

及び地番 

     区 

 

工事をした宅地の面積 

全 体 の 面 積 m2 

今回完了した工

区名・面積 

 

第       工区      m2 

工事施行者の住所・氏名 

  

 (注意) 一部完了検査申請箇所図を添付してください。 

(A4) 

 

 

（新） 



第9号様式(第10条第3項) 

横浜市 指令第     号 

年  月  日 

宅地造成に関する工事の一部完了検査済証 

   住 所 

   氏 名           様 

  法人の場合は、名称・

代表者の氏名 

  

横浜市長            印 

  次の宅地造成に係る工事は、検査の結果、宅地造成等規制法第9条第1項の規定に適合

していることを証明します。 

1 許 可 番 号 第                  号 

2 許 可 年 月 日 年     月     日 

3 
工事をした土地の

所在及び地番 

  

4 
検査を受けた宅地

の面積 

  

5 造成主住所氏名 
  

6 
工事一部完了検査

年月日 
年     月     日 

7 検 査 員 職 氏 名 印 

工事一部完了検査済箇所図 

(A4)

（旧） 



 

第9号様式(第10条第3項) 

横浜市 指令第     号 

年  月  日 

宅地造成に関する工事の一部完了検査済証 

   住 所 

   氏 名           様 

  法人の場合は、名称・

代表者の氏名 

  

横浜市長            印 

  次の宅地造成に係る工事は、検査の結果、旧宅地造成等規制法第9条第1項の規定に適

合していることを証明します。 

1 許 可 番 号 第                  号 

2 許 可 年 月 日 年     月     日 

3 
工事をした土地の

所在及び地番 

  

4 
検査を受けた宅地

の面積 

  

5 造成主住所氏名 
  

6 
工事一部完了検査

年月日 
年     月     日 

7 検 査 員 職 氏 名 印 

工事一部完了検査済箇所図 

(A4) 

 

（新） 



第11号様式(第11条第1項) 

(表) 

 (正)          宅地造成に関する工事の変更許可申請書 

年  月  日  

 (申請先) 

 横浜市長 

申請者 住 所                  

氏 名                  

(法人の場合は、名称・代表者の氏名)    

電 話                  

 宅地造成等規制法第12条第1項の規定による許可を申請します。 

1 造 成 主 住 所 氏 名 
  

2 設 計 者 住 所 氏 名 
  

3 工 事 施 行 者 住 所 氏 名 
  

4 宅 地 の 所 在 及 び 地 番   

5 宅 地 の 面 積 m2 

６ 
 

工

事

の

概

要 

(1) 

 

切土又は 盛土を する

土 地 の 面 積 
m2 

(2) 切 土又は 盛土の 土量 
切 土 m3 

盛 土 m3 

(3) 擁 壁 

番 号 構 造 高 さ 延 長 

    m m 

  

(4) 排 水 施 設 

番 号 種 類 内 法 寸 法 延 長 

    cm m 

  

(5) 崖 面 の 保 護 の 方 法 
  

(6) 
工 事 中 の 危 害 防 止

の た め の 措 置 

  

(7) そ の 他 の 措 置   

7 
宅地造成の元許可年月日

及 び 許 可 番 号 
  年   月   日 第          号 

8 そ の 他 必 要 な 事 項   

※ 受付欄 ※ 手数料欄 ※ 決 裁 欄 ※ 許可年月日及び許可番号欄 

          年  月  日  

第       号            

※ 照合済 

 年  月  日 

申請者印 

※ 許可に当たって付けた条件   

  

(A4) 

がけ 

（旧） 



 (副)          宅地造成に関する工事の変更許可通知書 

※

変

更

許

可

通

知

欄 

  年  月  日 に 申 請 の あ り ま し た 宅 地 造 成 に 関 す る 工 事 の

計 画 の 変 更 ( 受 付 番 号 第   規 変     号 ) に つ い て は 、 次

の 条 件 を 付 け て 許 可 し ま し た の で 、宅 地 造 成 等 規 制 法 第 12 条 第

3 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 10 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま

す 。 

 

 

 

横 浜 市   指 令 第  規 変   号 

       年  月  日 

横 浜 市 長      印    

1 許 可 条 件   

2 造 成 主 住 所 氏 名 
  

3 設 計 者 住 所 氏 名 
  

4 工 事 施 行 者 住 所 氏 名 
  

5 宅 地 の 所 在 及 び 地 番   

6 宅 地 の 面 積 m2 

７ 
 

工

事

の

概

要 

(1) 

 

切 土又は 盛土を する

土 地 の 面 積 
m2 

(2) 切 土又は 盛土の 土量 
切 土 m3 

盛 土 m3 

(3) 擁 壁 

番 号 構 造 高 さ 延 長 

    m m 

  

(4) 排 水 施 設 

番 号 種 類 内 法 寸 法 延 長 

    cm m 

  

(5) 崖 面 の 保 護 の 方 法 
  

(6) 
工 事 中 の 危 害 防 止

の た め の 措 置 

  

(7) そ の 他 の 措 置   

8 
宅地造成の元許可年月日

及 び 許 可 番 号 
  年   月   日 第          号 

9 そ の 他 必 要 な 事 項   

(注意) 1 4欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出てください。 

    2 9欄は、宅地造成に関する工事の計画の変更に伴い、他の法令による許可、認可等を要

する場合においてのみ、その許可、認可等の手続きの状況を記入してください。 

(A4)  

(備考) 

  様式の下欄には、教示について記載することができる。

がけ 

（旧） 



第11号様式(第11条第1項) 

(表) 

 (正)          宅地造成に関する工事の変更許可申請書 

年  月  日  

 (申請先) 

 横浜市長 

申請者 住 所                  

氏 名                  

(法人の場合は、名称・代表者の氏名)    

電 話                  

 旧宅地造成等規制法第12条第1項の規定による許可を申請します。 

1 造 成 主 住 所 氏 名 
  

2 設 計 者 住 所 氏 名 
  

3 工 事 施 行 者 住 所 氏 名 
  

4 宅 地 の 所 在 及 び 地 番   

5 宅 地 の 面 積 m2 

６ 
 

工

事

の

概

要 

(1) 

 

切土又は 盛土を する

土 地 の 面 積 
m2 

(2) 切 土又は 盛土の 土量 
切 土 m3 

盛 土 m3 

(3) 擁 壁 

番 号 構 造 高 さ 延 長 

    m m 

  

(4) 排 水 施 設 

番 号 種 類 内 法 寸 法 延 長 

    cm m 

  

(5) 崖 面 の 保 護 の 方 法 
  

(6) 
工 事 中 の 危 害 防 止

の た め の 措 置 

  

(7) そ の 他 の 措 置   

7 
宅地造成の元許可年月日

及 び 許 可 番 号 
  年   月   日 第          号 

8 そ の 他 必 要 な 事 項   

※ 受付欄 ※ 手数料欄 ※ 決 裁 欄 ※ 許可年月日及び許可番号欄 

          年  月  日  

第       号            

※ 照合済 

 年  月  日 

申請者印 

※ 許可に当たって付けた条件   

  

(A4)  

がけ 

（新） 



 (副)          宅地造成に関する工事の変更許可通知書 

※

変

更

許

可

通

知

欄 

  年  月  日 に 申 請 の あ り ま し た 宅 地 造 成 に 関 す る 工 事 の

計 画 の 変 更 ( 受 付 番 号 第   規 変     号 ) に つ い て は 、 次

の 条 件 を 付 け て 許 可 し ま し た の で 、 旧 宅 地 造 成 等 規 制 法 第 12

条 第 3 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 10 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 通 知

し ま す 。 

 

 

 

横 浜 市   指 令 第  規 変   号 

       年  月  日 

横 浜 市 長      印    

1 許 可 条 件   

2 造 成 主 住 所 氏 名 
  

3 設 計 者 住 所 氏 名 
  

4 工 事 施 行 者 住 所 氏 名 
  

5 宅 地 の 所 在 及 び 地 番   

6 宅 地 の 面 積 m2 

７ 
 

工

事

の

概

要 

(1) 

 

切 土又は 盛土を する

土 地 の 面 積 
m2 

(2) 切 土又は 盛土の 土量 
切 土 m3 

盛 土 m3 

(3) 擁 壁 

番 号 構 造 高 さ 延 長 

    m m 

  

(4) 排 水 施 設 

番 号 種 類 内 法 寸 法 延 長 

    cm m 

  

(5) 崖 面 の 保 護 の 方 法 
  

(6) 
工 事 中 の 危 害 防 止

の た め の 措 置 

  

(7) そ の 他 の 措 置   

8 
宅地造成の元許可年月日

及 び 許 可 番 号 
  年   月   日 第          号 

9 そ の 他 必 要 な 事 項   

(注意) 1 4欄は、未定のときは、後で定まってから工事着手前に届け出てください。 

    2 9欄は、宅地造成に関する工事の計画の変更に伴い、他の法令による許可、認可等を要

する場合においてのみ、その許可、認可等の手続きの状況を記入してください。 

(A4)  

(備考) 

  様式の下欄には、教示について記載することができる。 

がけ 

（新） 



第12号様式(第12条) 

横浜市  指令第     号  

年  月  日  

 

宅地造成に関する工事の変更不許可通知書 

 

 住 所 

 氏 名          様 

  法人の場合は、名称・

代表者の氏名 

  

横浜市長          印  

  年  月  日に申請のありました宅地造成に関する工事(受付番号第      

       号)の施行については、次の理由により許可しませんので、宅地造成等規制

法第12条第3項において準用する同法第10条第2項の規定により通知します。 

1 受付番号及び変更許可申請年月日 第      号  年  月  日 

2 宅 地 の 所 在 及 び 地 番 

  

 

3 不 許 可 の 理 由 

(A4)  

(備考) 

  様式の下欄には、教示について記載することができる。

（旧） 



第12号様式(第12条) 

横浜市  指令第     号  

年  月  日  

 

宅地造成に関する工事の変更不許可通知書 

 

 住 所 

 氏 名          様 

  法人の場合は、名称・

代表者の氏名 

  

横浜市長          印  

  年  月  日に申請のありました宅地造成に関する工事(受付番号第      

       号)の施行については、次の理由により許可しませんので、旧宅地造成等規

制法第12条第3項において準用する同法第10条第2項の規定により通知します。 

1 受付番号及び変更許可申請年月日 第      号  年  月  日 

2 宅 地 の 所 在 及 び 地 番 

  

 

3 不 許 可 の 理 由 

(A4)  

(備考) 

  様式の下欄には、教示について記載することができる。 

（新） 



第13号様式(第13条) 

宅地造成に関する工事の変更届出書 

年  月  日 

 (届出先) 

 横浜市長 

届出者 住 所                 

氏 名                 

(法人の場合は、名称・代表者の氏名)  

電 話                 

 

 宅地造成等規制法第12条第2項の規定に基づき、宅地造成に関する工事の変更について、

次のとおり届け出ます。 

許 可 

協議成立 
番 号 第                号 

許 可 

協議成立 
年 月 日 年     月     日 

宅 地 の 所 在

及 び 地 番 

  

変 更 に 係 る 事 項 変 更 前 変 更 後 

1 造成主 

2 設計者 

3 工事施工者 

の住所及

び氏名 

    

4 工事の着手予定年月日 

5 工事の完了予定年月日 

変 更 の 理 由 

  

※ 受 付 処 理 欄 

  

(注意) 1 ※印のある欄は、記載しないでください。 

    2 造成主の名義変更の場合の届出者は、旧造成主です。 

(A4) 

（旧） 



第13号様式(第13条) 

宅地造成に関する工事の変更届出書 

年  月  日 

 (届出先) 

 横浜市長 

届出者 住 所                 

氏 名                 

(法人の場合は、名称・代表者の氏名)  

電 話                 

 

 旧宅地造成等規制法第12条第2項の規定に基づき、宅地造成に関する工事の変更について、

次のとおり届け出ます。 

許 可 

協議成立 
番 号 第                号 

許 可 

協議成立 
年 月 日 年     月     日 

宅 地 の 所 在

及 び 地 番 

  

変 更 に 係 る 事 項 変 更 前 変 更 後 

1 造成主 

2 設計者 

3 工事施工者 

の住所及

び氏名 

    

4 工事の着手予定年月日 

5 工事の完了予定年月日 

変 更 の 理 由 

  

※ 受 付 処 理 欄 

  

(注意) 1 ※印のある欄は、記載しないでください。 
    2 造成主の名義変更の場合の届出者は、旧造成主です。 

(A4)  

（新） 



 

 

第14号様式(第14条第1項) 

(表) 

 (正)          宅地造成に関する工事の変更協議申出書 

年  月  日 

 (申出先) 

 横浜市長 

申出者 所在地                    

名称及び代表者の氏名             

 宅地造成等規制法第12条第3項において準用する同法第11条の規定による変更の協議を申し出ま

す。 

1 造 成 主 住 所 氏 名 
  

2 設 計 者 住 所 氏 名 
  

3 工 事 施 行 者 住 所 氏 名 
  

4 宅 地 の 所 在 及 び 地 番   

5 宅 地 の 面 積 m2 

６ 

工

事

の

概

要 

(1) 
切土又は 盛土を する

土 地 の 面 積 
m2 

(2) 切 土又は 盛土の 土量 
切 土 m3 

盛 土 m3 

(3) 擁 壁 

番 号 構 造 高 さ 延 長 

    m m 

  

(4) 排 水 施 設 

番 号 種 類 内 法 寸 法 延 長 

    cm m 

  

(5) 崖 面 の 保 護 の 方 法 
  

(6) 
工事中の 危害防 止の

た め の 措 置 

  

(7) そ の 他 の 措 置   

7 そ の 他 必 要 な 措 置   

※ 受付欄 ※ 決 裁 欄 ※ 協議成立番号欄 

          年  月  日 

第       号           

※ 照合済 

 年 月 日 

申出者印 

※ 協議成立に当たって付けた条件   

  

(A4)  

がけ 

（旧） 



第14号様式(第14条第1項) 

(表) 

 (正)          宅地造成に関する工事の変更協議申出書 

年  月  日 

 (申出先) 

 横浜市長 

申出者 所在地                    

名称及び代表者の氏名             

 旧宅地造成等規制法第12条第3項において準用する同法第11条の規定による変更の協議を申し出

ます。 

1 造 成 主 住 所 氏 名 
  

2 設 計 者 住 所 氏 名 
  

3 工 事 施 行 者 住 所 氏 名 
  

4 宅 地 の 所 在 及 び 地 番   

5 宅 地 の 面 積 m2 

６ 

工

事

の

概

要 

(1) 
切土又は 盛土を する

土 地 の 面 積 
m2 

(2) 切 土又は 盛土の 土量 
切 土 m3 

盛 土 m3 

(3) 擁 壁 

番 号 構 造 高 さ 延 長 

    m m 

  

(4) 排 水 施 設 

番 号 種 類 内 法 寸 法 延 長 

    cm m 

  

(5) 崖 面 の 保 護 の 方 法 
  

(6) 
工事中の 危害防 止の

た め の 措 置 

  

(7) そ の 他 の 措 置   

7 そ の 他 必 要 な 措 置   

※ 受付欄 ※ 決 裁 欄 ※ 協議成立番号欄 

          年  月  日 

第       号           

※ 照合済 

 年 月 日 

申出者印 

※ 協議成立に当たって付けた条件   

  

(A4)  

 

がけ 

（新） 



（旧） 
第3号様式(第7条) 

(第1面) 
開発事業計画書(新規・変更) 

年  月  日  
 (提出先) 
  横浜市長 

住所                        
提出者 氏名                        

電話   (   )                 
(担当者氏名及び連絡先               )  

 横浜市開発事業の調整等に関する条例第13条第1項、第15条第2項又は第20条第2項後段の規定により、次のとおり開発事業計画書
を提出します。 

開 発 事 業 計 画 番 号 第     開計       号 

開発事業区域に含まれる土地の地名

地番 

  

標 識 設 置 年 月 日     年   月   日 

開 発 事 業 区 域 の 面 積 m2       

敷
地
の
概
要 

区 域 区 分 市街化区域／市街化調整区域 

用 途 地 域 地域 高 度 地 区 地区 

指 定 建 ぺ い 率 ％ 都 市 計 画 施 設   

指 定 容 積 率 ％ そ の 他 の 地 域 地 区   

宅 地 造 成 等 規 制 法 規制区域 内・外 景 観 計 画 の 適 用 有  ・  無 

地
目
別 

区 分 宅地 農地 山林 官有地 その他 計 

面 積 m2 m2 m2 m2 m2 m2 

比 率 ％ ％ ％ ％ ％ 100％ 

地 域 ま ち づ く り 計 画 

都市計画マスタープラン(地区プラン)   

地区計画   地域まちづくりプラン   

建築協定   地域まちづくりルール   

開 発 事 業 の 目 的   

開 発 事 業 の 種 類 

□ ①開発行為(開発区域の面積が500m2以上のもの等) 
□ ②大規模な共同住宅の建築 
□ ③市街化調整区域における建築物の建築(敷地面積が3,000m2以上のもの) 
□ ④宅地造成 
□ ⑤斜面地開発行為 
□ ⑥開発行為(開発区域の面積が500m2未満で、道路の位置の指定を要するもの) 

土 地 利 用 区 分 宅地 道路 公園等 排水施設 貯水施設 公益用地 その他 計 

面 積 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 

区域面積に対する比率 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 100％ 

条 例 で 必 要 な 空 地 道路状 歩道状 自由利用 緑化 

面 積 m2 m2 m2(  ％) m2(  ％)・  本 

予定される建築物等 

概

要 

用 途   住 戸 数 戸 

敷 地 面 積 m2 階 数 地上  階地下  階 

＊ 建 築 面 積 m2 ＊ 建 ぺ い 率 ％ 

＊ 延 べ 面 積 ( 車 庫 等 ) m2(  m2) ＊ 容 積 率 ％ 

＊ 構 造   ＊ 高 さ m 

＊ 棟 数 棟 ＊ 駐 車 台 数 台 

開発事業の工事着手予定年月日 年  月  日 開発事業の工事完了予定年月日 年  月  日 

※ 受 付 年 月 日 年   月   日 

備 考   

(注意) 1 ※印の欄は、記入しないでください。 
    2 ＊印の欄については、予定される建築物が一戸建ての住宅の場合には、記入は不要です。 
    3 提出者の住所及び氏名は、法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記入してください。 
    4 開発事業の種類①から⑤までのいずれかに該当する場合は、次の図書を添付してください。 
     (1) 位置図、(2) 現況図(地形、開発事業区域の境界並びに開発事業区域内及びその周辺の公共施設の状況を明示し、縮

尺は2,500分の1以上としてください。)、(3) 公図の写し、(4) 土地利用計画図(開発事業区域の境界、公共施設の位置及
び形状、予定建築物等の敷地の形状及び用途、公益的施設の位置並びに横浜市開発事業の調整等に関する条例第18条第2項第
1号から第3号まで、第4号ア及び第9号に規定する空地の位置及び形状を明示し、縮尺は1,000分の1以上としてください。)、
(5) 造成計画平面図及び造成計画断面図(宅地造成を行う場合に限ります。)、(6) 建築物の立面図(予定される建築物が一
戸建ての住宅以外の場合に限ります。)、(7) 住民説明に使用した開発事業の構想等に関する資料、(8) 標識に土地利用計
画図を貼付し、その状況が分かるよう撮影した写真、(9) 説明範囲及び説明対象者が分かるように記入した資料、(10) そ
の他市長が必要と認める図書 

    5 開発事業の種類⑥については、第1面のみ記入し、上記4に掲げる図書のうち、(1)から(6)まで及び(8)の図書を添付してく
ださい。 

    6 開発事業計画書及び図書は、3部提出してください。ただし、上記4(8)及び(9)の図書は、1部提出してください。 
 

(A4) 



（新） 
第3号様式(第7条) 

(第1面) 
開発事業計画書(新規・変更) 

年  月  日  
 (提出先) 
  横浜市長 

住所                        
提出者 氏名                        

電話   (   )                 
(担当者氏名及び連絡先               )  

 横浜市開発事業の調整等に関する条例第13条第1項、第15条第2項又は第20条第2項後段の規定により、次のとおり開発事業計画書
を提出します。 

開 発 事 業 計 画 番 号 第     開計       号 

開発事業区域に含まれる土地の地名

地番 

  

標 識 設 置 年 月 日     年   月   日 

開 発 事 業 区 域 の 面 積 m2       

敷
地
の
概
要 

区 域 区 分 市街化区域／市街化調整区域 

用 途 地 域 地域 高 度 地 区 地区 

指 定 建 ぺ い 率 ％ 都 市 計 画 施 設   

指 定 容 積 率 ％ そ の 他 の 地 域 地 区   

宅 地 造 成 工 事 規 制 区 域 内 ・ 外 景 観 計 画 の 適 用 有  ・  無 

地
目
別 

区 分 宅地 農地 山林 官有地 その他 計 

面 積 m2 m2 m2 m2 m2 m2 

比 率 ％ ％ ％ ％ ％ 100％ 

地 域 ま ち づ く り 計 画 

都市計画マスタープラン(地区プラン)   

地区計画   地域まちづくりプラン   

建築協定   地域まちづくりルール   

開 発 事 業 の 目 的   

開 発 事 業 の 種 類 

□ ①開発行為(開発区域の面積が500m2以上のもの等) 
□ ②大規模な共同住宅の建築 
□ ③市街化調整区域における建築物の建築(敷地面積が3,000m2以上のもの) 
□ ④宅地造成 
□ ⑤斜面地開発行為 
□ ⑥開発行為(開発区域の面積が500m2未満で、道路の位置の指定を要するもの) 

土 地 利 用 区 分 宅地 道路 公園等 排水施設 貯水施設 公益用地 その他 計 

面 積 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 

区域面積に対する比率 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 100％ 

条 例 で 必 要 な 空 地 道路状 歩道状 自由利用 緑化 

面 積 m2 m2 m2(  ％) m2(  ％)・  本 

予定される建築物等 

概

要 

用 途   住 戸 数 戸 

敷 地 面 積 m2 階 数 地上  階地下  階 

＊ 建 築 面 積 m2 ＊ 建 ぺ い 率 ％ 

＊ 延 べ 面 積 ( 車 庫 等 ) m2(  m2) ＊ 容 積 率 ％ 

＊ 構 造   ＊ 高 さ m 

＊ 棟 数 棟 ＊ 駐 車 台 数 台 

開発事業の工事着手予定年月日 年  月  日 開発事業の工事完了予定年月日 年  月  日 

※ 受 付 年 月 日 年   月   日 

備 考   

(注意) 1 ※印の欄は、記入しないでください。 
    2 ＊印の欄については、予定される建築物が一戸建ての住宅の場合には、記入は不要です。 
    3 提出者の住所及び氏名は、法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記入してください。 
    4 開発事業の種類①から⑤までのいずれかに該当する場合は、次の図書を添付してください。 
     (1) 位置図、(2) 現況図(地形、開発事業区域の境界並びに開発事業区域内及びその周辺の公共施設の状況を明示し、縮

尺は2,500分の1以上としてください。)、(3) 公図の写し、(4) 土地利用計画図(開発事業区域の境界、公共施設の位置及
び形状、予定建築物等の敷地の形状及び用途、公益的施設の位置並びに横浜市開発事業の調整等に関する条例第18条第2項第
1号から第3号まで、第4号ア及び第9号に規定する空地の位置及び形状を明示し、縮尺は1,000分の1以上としてください。)、
(5) 造成計画平面図及び造成計画断面図(宅地造成を行う場合に限ります。)、(6) 建築物の立面図(予定される建築物が一
戸建ての住宅以外の場合に限ります。)、(7) 住民説明に使用した開発事業の構想等に関する資料、(8) 標識に土地利用計
画図を貼付し、その状況が分かるよう撮影した写真、(9) 説明範囲及び説明対象者が分かるように記入した資料、(10) そ
の他市長が必要と認める図書 

    5 開発事業の種類⑥については、第1面のみ記入し、上記4に掲げる図書のうち、(1)から(6)まで及び(8)の図書を添付してく
ださい。 

    6 開発事業計画書及び図書は、3部提出してください。ただし、上記4(8)及び(9)の図書は、1部提出してください。 

(A4)  



（旧） 

第7号様式(第13条) 

 (第2面) 

開発事業計画の概要 

開 発 事 業 計 画 番 号    第       開計         号 

開発事業区域に含まれる土地の地名

地番 

  

標 識 設 置 年 月 日 年     月     日  

開 発 事 業 区 域 の 面 積 m2      

敷
地
の
概
要 

区 域 区 分 市街化区域／市街化調整区域 

用 途 地 域 地域 高 度 地 区 地区 

指 定 建 ぺ い 率 ％ 都 市 計 画 施 設   

指 定 容 積 率 ％ そ の 他 の 地 域 地 区   

宅 地 造 成 等 規 制 法 規制区域 内・外 景 観 計 画 の 適 用 有 ・ 無 

地
目
別 

区 分 宅地 農地 山林 官有地 その他 計 

面 積 m2 m2 m2 m2 m2 m2 

比 率 ％ ％ ％ ％ ％ 100％ 

開 発 事 業 の 目 的   

開 発 事 業 の 種 類 

□ ①開発行為(開発区域の面積が500m2以上のもの等) 

□ ②大規模な共同住宅の建築 

□ ③市街化調整区域における建築物の建築(敷地面積が3,000m2以上のもの) 

□ ④宅地造成 

□ ⑤斜面地開発行為 

□ ⑥開発行為(開発区域の面積が500m2未満で、道路の位置の指定を要するもの) 

土 地 利 用 区 分 宅地 道路 公園等 排水施設 貯水施設 公益用地 その他 計 

面 積 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 

区域面積に対する比率 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 100％ 

条 例 で 必 要 な 空 地 道路状 歩道状 自由利用 緑化 

面 積 m2 m2 m2(   ％) m2(  ％)・  本 

予定される建築物等 

概

要 
用 途   住 戸 数 戸 

敷 地 面 積 m2 階 数 地上  階地下  階 

＊ 建 築 面 積 m2 ＊ 建 ぺ い 率 ％ 

＊延べ面積(車庫等 ) m2(  m2) ＊ 容 積 率 ％ 

＊ 構 造   ＊ 高 さ m 

＊ 棟 数 棟 ＊ 駐 車 台 数 台 

開発事業の工事着手予定年月日 年  月  日 開発事業の工事完了予定年月日 年  月  日 

 (注意) ＊印の欄については、予定される建築物が一戸建ての住宅の場合には、記入は不要です。 



（新） 

第7号様式(第13条) 

 (第2面) 

開発事業計画の概要 

開 発 事 業 計 画 番 号    第       開計         号 

開発事業区域に含まれる土地の地名

地番 

  

標 識 設 置 年 月 日 年     月     日  

開 発 事 業 区 域 の 面 積 m2      

敷
地
の
概
要 

区 域 区 分 市街化区域／市街化調整区域 

用 途 地 域 地域 高 度 地 区 地区 

指 定 建 ぺ い 率 ％ 都 市 計 画 施 設   

指 定 容 積 率 ％ そ の 他 の 地 域 地 区   

宅 地 造 成 工 事 規 制 区 域 内 ・ 外 景 観 計 画 の 適 用 有 ・ 無 

地
目
別 

区 分 宅地 農地 山林 官有地 その他 計 

面 積 m2 m2 m2 m2 m2 m2 

比 率 ％ ％ ％ ％ ％ 100％ 

開 発 事 業 の 目 的   

開 発 事 業 の 種 類 

□ ①開発行為(開発区域の面積が500m2以上のもの等) 

□ ②大規模な共同住宅の建築 

□ ③市街化調整区域における建築物の建築(敷地面積が3,000m2以上のもの) 

□ ④宅地造成 

□ ⑤斜面地開発行為 

□ ⑥開発行為(開発区域の面積が500m2未満で、道路の位置の指定を要するもの) 

土 地 利 用 区 分 宅地 道路 公園等 排水施設 貯水施設 公益用地 その他 計 

面 積 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 

区域面積に対する比率 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 100％ 

条 例 で 必 要 な 空 地 道路状 歩道状 自由利用 緑化 

面 積 m2 m2 m2(   ％) m2(  ％)・  本 

予定される建築物等 

概

要 
用 途   住 戸 数 戸 

敷 地 面 積 m2 階 数 地上  階地下  階 

＊ 建 築 面 積 m2 ＊ 建 ぺ い 率 ％ 

＊延べ面積(車庫等 ) m2(  m2) ＊ 容 積 率 ％ 

＊ 構 造   ＊ 高 さ m 

＊ 棟 数 棟 ＊ 駐 車 台 数 台 

開発事業の工事着手予定年月日 年  月  日 開発事業の工事完了予定年月日 年  月  日 

 (注意) ＊印の欄については、予定される建築物が一戸建ての住宅の場合には、記入は不要です。 



（旧） 

第8号様式(第20条) 

 (第2面) 

開発事業計画の概要 

開 発 事 業 計 画 番 号   第       開計         号 

開発事業区域に含まれる土地の地名

地番 

  

標 識 修 正 年 月 日      年    月    日 

開 発 事 業 区 域 の 面 積 m2      

敷
地
の
概
要 

区 域 区 分 市街化区域／市街化調整区域 

用 途 地 域 地域 高 度 地 区 地区 

指 定 建 ぺ い 率 ％ 都 市 計 画 施 設   

指 定 容 積 率 ％ そ の 他 の 地 域 地 区   

宅 地 造 成 等 規 制 法 規制区域 内・外 景 観 計 画 の 適 用 有 ・ 無 

地
目
別 

区 分 宅地 農地 山林 官有地 その他 計 

面 積 m2 m2 m2 m2 m2 m2 

比 率 ％ ％ ％ ％ ％ 100％ 

開 発 事 業 の 目 的   

開 発 事 業 の 種 類 

□ ①開発行為(開発区域の面積が500m2以上のもの等) 

□ ②大規模な共同住宅の建築 

□ ③市街化調整区域における建築物の建築(敷地面積が3,000m2以上のもの) 

□ ④宅地造成 

□ ⑤斜面地開発行為 

□ ⑥開発行為(開発区域の面積が500m2未満で、道路の位置の指定を要するもの) 

土 地 利 用 区 分 宅地 道路 公園等 排水施設 貯水施設 公益用地 その他 計 

面 積 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 

区域面積に対する比率 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 100％ 

条 例 で 必 要 な 空 地 道路状 歩道状 自由利用 緑化 

面 積 m2 m2 m2(   ％) m2(  ％)・  本 

予定される建築物等 

概

要 
用 途   住 戸 数 戸 

敷 地 面 積 m2 階 数 地上  階地下  階 

＊ 建 築 面 積 m2 ＊ 建 ぺ い 率 ％ 

＊延べ面積(車庫等 ) m2(  m2) ＊ 容 積 率 ％ 

＊ 構 造   ＊ 高 さ m 

＊ 棟 数 棟 ＊ 駐 車 台 数 台 

開発事業の工事着手予定年月日 年  月  日 開発事業の工事完了予定年月日 年  月  日 

 (注意) ＊印の欄については、予定される建築物が一戸建ての住宅の場合には、記入は不要です。



（新） 

第8号様式(第20条) 

 (第2面) 

開発事業計画の概要 

開 発 事 業 計 画 番 号   第       開計         号 

開発事業区域に含まれる土地の地名

地番 

  

標 識 修 正 年 月 日      年    月    日 

開 発 事 業 区 域 の 面 積 m2      

敷
地
の
概
要 

区 域 区 分 市街化区域／市街化調整区域 

用 途 地 域 地域 高 度 地 区 地区 

指 定 建 ぺ い 率 ％ 都 市 計 画 施 設   

指 定 容 積 率 ％ そ の 他 の 地 域 地 区   

宅 地 造 成 工 事 規 制 区 域 内 ・ 外 景 観 計 画 の 適 用 有 ・ 無 

地
目
別 

区 分 宅地 農地 山林 官有地 その他 計 

面 積 m2 m2 m2 m2 m2 m2 

比 率 ％ ％ ％ ％ ％ 100％ 

開 発 事 業 の 目 的   

開 発 事 業 の 種 類 

□ ①開発行為(開発区域の面積が500m2以上のもの等) 

□ ②大規模な共同住宅の建築 

□ ③市街化調整区域における建築物の建築(敷地面積が3,000m2以上のもの) 

□ ④宅地造成 

□ ⑤斜面地開発行為 

□ ⑥開発行為(開発区域の面積が500m2未満で、道路の位置の指定を要するもの) 

土 地 利 用 区 分 宅地 道路 公園等 排水施設 貯水施設 公益用地 その他 計 

面 積 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 

区域面積に対する比率 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 100％ 

条 例 で 必 要 な 空 地 道路状 歩道状 自由利用 緑化 

面 積 m2 m2 m2(   ％) m2(  ％)・  本 

予定される建築物等 

概

要 
用 途   住 戸 数 戸 

敷 地 面 積 m2 階 数 地上  階地下  階 

＊ 建 築 面 積 m2 ＊ 建 ぺ い 率 ％ 

＊延べ面積(車庫等 ) m2(  m2) ＊ 容 積 率 ％ 

＊ 構 造   ＊ 高 さ m 

＊ 棟 数 棟 ＊ 駐 車 台 数 台 

開発事業の工事着手予定年月日 年  月  日 開発事業の工事完了予定年月日 年  月  日 

 (注意) ＊印の欄については、予定される建築物が一戸建ての住宅の場合には、記入は不要です。 



1 
 

横浜市地域まちづくり推進条例施行規則（平成17年９月横浜市規則第113号） 新旧対照表 

現行 改正後（案） 

 （建築等の行為）  （建築等の行為） 

第13条 条例第11条第５項の規則で定める行為は、

次のとおりとする。 

(1) 都市計画法（昭和43年法律第100号）第４条

第12項に規定する開発行為、宅地造成等規制法

（昭和36年法律第191号）第２条第２号に規定

する宅地造成その他の土地の区画形質の変更 

第13条 条例第11条第５項の規則で定める行為は、

次のとおりとする。 

(1) 都市計画法（昭和43年法律第100号）第４条

第12項に規定する開発行為、宅地造成等規制法

の一部を改正する法律（令和４年法律第55号）

による改正前の宅地造成等規制法（昭和36年法

律第191号）第２条第２号に規定する宅地造成

その他の土地の区画形質の変更 

   （以下省略） （以下省略） 

 



1 
 

手数料支払機による手数料収納事務の特例に関する規則（令和元年12月横浜市規則第42号） 新旧対照表 

現行 改正後（案） 

 （手数料支払機を使用して収納する手数料）  （手数料支払機を使用して収納する手数料） 

第２条 次に掲げる手数料は、手数料支払機を使用

して収納することができる。 
(1) 建築局において収納する次に掲げる手数料 

（アからタまで省略） 

  チ 宅地造成等規制法（昭和36年法律第191号）

に基づく宅地造成に関する工事の許可申請

及び変更許可申請に関する手数料 

第２条 次に掲げる手数料は、手数料支払機を使用

して収納することができる。 
(1) 建築局において収納する次に掲げる手数料 

   （アからタまで省略） 

  チ 宅地造成等規制法の一部を改正する法律

（令和４年法律第55号）附則第２条第１項

の規定によりなお従前の例によることとさ

れる同法による改正前の宅地造成等規制法

（昭和36年法律第191号）に基づく宅地造成

に関する工事の許可申請及び変更許可申請

に関する手数料 

   （ツ、テ及び第２号省略） 

   （以下省略） 

   （ツ、テ及び第２号省略） 

   （以下省略） 
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